
 

柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 機 械 ・ 機 器 等 整 備 支 援 事

業 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 「 柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 認 証 制 度

実 施 要 綱 （ 以 下 「 認 証 要 綱 」 と い う 。 ） 」 に 基 づ き 、 柏 崎 ブ ラ ン ド

米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 の 栽 培 に 取 り 組 む 者 に 対 し 、 そ の 取 組 に 必 要

な 機 械 、 機 器 等 の 購 入 費 を 補 助 す る こ と に よ り 、 生 産 品 の 高 品 質 化

を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 交 付 手 続 ）  

第 ２ 条  補 助 金 の 交 付 に つ い て は 、新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則（ 昭

和 ５ ０ 年 規 則 第 ２ ９ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 に 定 め る と

こ ろ に よ る 。  

 （ 交 付 対 象 者 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 者 は 、 認 証 要 綱 別 表 第 １ に 規 定 さ れ る 柏 崎

ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 の 栽 培 に 取 り 組 む 者 と す る 。  

 （ 採 択 条 件 ）  

第 ４ 条  採 択 条 件 は 、 次 の 各 号 の 全 て を 満 た し て い る こ と と す る 。  

 ⑴  本 要 綱 の 交 付 申 請 時 に お い て 、 現 に 柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ

ン セ ス 」 認 証 制 度 に 取 り 組 ん で い る こ と 。  

 ⑵  本 補 助 金 に よ り 整 備 し た 機 械 、 機 器 等 導 入 後 、 当 該 機 械 等 の 耐

用 年 数 の 期 間 に お い て 柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 認 証 制

度 に 取 り 組 む 意 思 が あ る こ と 。  

 ⑶  本 補 助 金 を 過 去 に 交 付 さ れ た こ と が な い こ と 。  

 ⑷  当 該 事 業 に 対 す る 国 、 他 の 地 方 公 共 団 体 そ の 他 支 援 機 関 等 か ら

の 補 助 金 等 を 受 け て い な い こ と 。  

（ 補 助 対 象 経 費 ）  

第 ５ 条  補 助 対 象 と な る 経 費 は 、 取 組 に 必 要 な 色 彩 選 別 機 及 び そ の 附

帯 機 器 並 び に 石 抜 機 の 購 入 費 と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 附 帯 機 器 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

 ⑴  エ ア ー コ ン プ レ ッ サ ー  

 ⑵  エ ア ー ド ラ イ ヤ  

 ⑶  集 塵 機  



 

 ⑷  ホ ー ス 等 の 必 要 な 資 材 （ 購 入 費 が 明 ら か な も の に 限 る 。 ）  

 （ 補 助 金 の 交 付 基 準 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 額 は 、 前 条 に 規 定 す る 補 助 対 象 経 費 の ２ 分 の １

以 内 の 額 と す る 。 た だ し 、 １ ５ ０ 万 円 を 上 限 と す る 。  

２  補 助 金 の 交 付 回 数 は 、 １ 生 産 者 に つ き １ 回 を 限 度 と す る 。  

 （ 補 助 対 象 期 間 ）  

第 ７ 条  補 助 対 象 期 間 は 、 交 付 申 請 書 を 提 出 し た 日 が 属 す る 年 度 の ３

月 ３ １ 日 ま で と す る 。  

（ 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 ８ 条  市 長 は 、交 付 決 定 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

 ⑴  虚 偽 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 交 付 を 受 け た と き 。  

 ⑵  認 証 要 綱 又 は こ の 要 綱 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

 ⑶  本 補 助 金 で 整 備 し た 機 械 、 機 器 等 の 耐 用 年 数 の 期 間 に お い て 柏

崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 認 証 制 度 へ の 取 組 が 確 認 で き な

い と き 。  

 ⑷  そ の 他 市 長 が 適 当 で な い と 認 め た と き 。  

 （ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 交 付 の 決 定 を 取 り 消 す と き

は 、 交 付 決 定 者 に 通 知 す る と と も に 、 既 に 交 付 金 が 交 付 さ れ て い る

場 合 に は 、 期 日 を 定 め て そ の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

（ 様 式 ）  

第 １ ０ 条  こ の 補 助 金 の 交 付 申 請 書 そ の 他 の 書 類 の 様 式 は 、 次 に 掲 げ

る と お り と す る 。  

 ⑴  柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 機 械 ・ 機 器 等 整 備 支 援 事 業

補 助 金 交 付 申 請 書  別 記 第 １ 号 様 式  

 ⑵  柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 機 械 ・ 機 器 等 整 備 支 援 事 業

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書  別 記 第 ２ 号 様 式  

 ⑶  柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 機 械 ・ 機 器 等 整 備 支 援 事 業

補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書  別 記 第 ３ 号 様 式  

 ⑷  柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 機 械 ・ 機 器 等 整 備 支 援 事 業

補 助 金 実 績 報 告 書  別 記 第 ４ 号 様 式  



 

 ⑸  柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 機 械 ・ 機 器 等 整 備 支 援 事 業

補 助 金 事 業 計 画 変 更 承 認 申 請 書  別 記 第 ５ 号 様 式  

 ⑹  柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 機 械 ・ 機 器 等 整 備 支 援 事 業

補 助 金 事 業 計 画 変 更 承 認 決 定 通 知 書  別 記 第 ６ 号 様 式  

 ⑺  柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 機 械 ・ 機 器 等 整 備 支 援 事 業

補 助 金 事 業 中 止 （ 又 は 廃 止 ） 承 認 申 請 書  別 記 第 ７ 号 様 式  

 ⑻  柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 機 械 ・ 機 器 等 整 備 支 援 事 業

補 助 金 事 業 中 止 （ 又 は 廃 止 ） 承 認 決 定 通 知 書  別 記 第 ８ 号 様 式  

 ⑼  柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 機 械 ・ 機 器 等 整 備 支 援 事 業

補 助 金 確 定 通 知 書  別 記 第 ９ 号 様 式  

 ⑽  柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 機 械 ・ 機 器 等 整 備 支 援 事 業

補 助 金 交 付 決 定 取 消 ・ 返 還 通 知 書  別 記 第 １ ０ 号 様 式  

（ 消 費 税 の 取 扱 い ）  

第 １ １ 条  補 助 金 等 の 交 付 申 請 に 当 た り 、 事 業 主 体 に つ い て 当 該 補

助 金 に 係 る 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 （ 補 助 対 象 経 費 に 含 ま れ る 消 費 税

相 当 額 の う ち 、 消 費 税 法 （ 昭 和 ６ ３ 年 法 律 第 １ ０ ８ 号 ） に 規 定 す

る 仕 入 れ に 係 る 消 費 税 と し て 控 除 で き る 部 分 の 金 額 に 補 助 率 を 乗

じ て 得 た 金 額 を い う 。以 下 同 じ 。）が あ る 場 合 に は 、こ れ ら を 減 額

し て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 交 付 申 請 時 に お い て 当 該 補 助 金 に

係 る 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 が 明 ら か で な い 場 合 は 、こ の 限 り で な い 。 

 （ そ の 他 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定

め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ

し 、 補 助 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 １ １ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、

な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  



 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 決 裁 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山

プ リ ン セ ス 」 機 械 ・ 機 器 等 整 備 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 は 、 令 和 ６ 年

４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

  



 

別記 

第１号様式（第１０条関係） 

年   月   日  

 

柏崎ブランド米「米山プリンセス」機械・機器等整備支援事業補助金交付申請書 

 

柏崎市長          様 

 

申請者 住所  

                              氏名 

 

柏崎ブランド米「米山プリンセス」機械・機器等整備支援事業補助金交付要綱第１０条の規定

により、下記のとおり補助金を交付申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額    金         円   

 

２ 補助事業の内容及び経費の配分 

施行 

箇所 

事業内容及び事

業量 

補助事業に要する

経費（総事業費）

① 

補助対象 

事業費② 

補助金③

（②×補助

率） 

事業主体 

負担金①－③ 

      

合     計     

 

３ 補助事業の実施期間 

  自   年  月  日 

  至   年  月  日 

 

４ 添付書類 

⑴ 事業計画書（別紙） 

⑵ 実施図面書又はカタログ（必要により） 



 

⑶ 見積書の写し 

⑷ 市税等に滞納がない旨の証明書 

⑸ 暴力団等の排除に関する誓約書 



 

 

別紙 

柏崎産米ブランド化支援事業計画書 

（機械、機器等整備支援） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業内容 柏崎産米ブランド化支援事業（機械、機器等整備支援） 

事 

業 

主 

体 

の 

概 

要 

名 称  

区 分 

□ 認定農業者 □ 農業者（認定農業者以外） 

□ 農家組合 □ 農業者の組織する団体 

□ えちご中越農業協同組合 □ 自らが農林水畜産物を生産する事業者 

□ その他 （                                      ） 

目的 ・ 必要性 

 

ブランド米取組年度 

取組開始年 取組年 計画年 

   

整 備 計 画 

整備予定年月日 耐用年数 処分期限年月日 

   

市確認

事 項 

□ 柏崎ブランド米認証制度に取り組んでいる。  □ 国 ・県補助事業の対象外である 

□ 対象事業費は 300万円以内である。  

□ 市の指定食味分析認定機関である。 □ 市長が認めた指定食味分析認定機関である。 



 

 

第２号様式（第１０条関係） 

                                   第        号 

 年   月   日  

 

柏崎ブランド米「米山プリンセス」機械・機器等整備支援事業補助金交付決定通知書 

 

          様 

 

柏崎市長          □印    

 

 

年  月  日付けで交付申請のあった補助事業について、下記のとおり交付すること

に決定したので通知します。 

記 

 

１ 交付決定額   金        円  

 

２ 交付条件 

⑴ 補助交付の対象となる事業及びその内容は、    年  月  日付けによる補助金交

付申請書記載のとおりとする。 

⑵ 補助事業の内容の全部若しくは一部を変更しようとするとき、又は補助事業を中止しよう

とするときは、速やかに報告し、市長の承認を受けなければならない。 

⑶ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ

市長の承認を受けるものとし、市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があっ

たときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。 

⑷ 新潟県柏崎市補助金等交付規則及び柏崎ブランド米「米山プリンセス」機械・機器等整備

支援事業補助金交付要綱を遵守すること。 

⑸ 柏崎ブランド米「米山プリンセス」の栽培に取り組むこと。  



 

 

第３号様式（第１０条関係） 

                                   第        号 

 年   月   日  

 

柏崎ブランド米「米山プリンセス」機械・機器等整備支援事業補助金不交付決定通知書 

 

          様 

 

柏崎市長          □印  

 

  年  月  日付けで交付申請のあった補助事業については、補助金の交付をしないことに決

定しましたので通知します。 

 

記 

 

理由 

 

 

  



 

 

第４号様式（第１０条関係） 

 

 年   月   日  

 

柏崎ブランド米「米山プリンセス」機械・機器等整備支援事業補助金実績報告書 

 

柏崎市長          様 

 

申請者 住所   

氏名       

 

年  月  日付け第  号で補助金交付の決定を受けました補助事業について、下記

のとおりその事業が完了しましたので、事業の実績を報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業の内容         

 

２ 補助金等の交付決定額   金          円 

    

３ 補助事業完了年月日 

     年  月  日 

 

４ 振込先  

金融機関名  口座種別 

普通・当座 
支店名  

フリガナ  

 

口座名義人 

 

 

口座番号 

 

 

５ その他添付書類 

⑴ 完成写真 

⑵ 支払証拠書類（写し） 

⑶ 事業の実施状況が確認できる書類（必要により）  



 

 

第５号様式（第１０条関係） 

 

 年   月   日  

 

柏崎ブランド米「米山プリンセス」機械・機器等整備支援事業補助金事業計画変更承認申請書 

 

柏崎市長          様 

 

                             住所 

補助事業者  

                             氏名  

 

    年  月  日 付け第   号で補助金交付の決定を受けました補助事業について、下記

のとおり計画を変更して実施したいので承認を受けたく関係書類を添えて申請します。 

 あわせて、補助金        円を        円に変更して交付されたく、申請します。 

 

記 

 

１ 計画変更理由 

 

２ 変更内容及び経費の配分 ※ 記載要領 変更前：上段（ ）書き 変更後：下段（以下同じ。） 

施行 

箇所 

事業内容及び事

業量 

補助事業に要する

経費（総事業費）

① 

補助対象 

事業費② 

補助金③

（②×補助

率） 

事業主体 

負担金①－③ 

      

合     計     

 

３ 施行箇所又は方法       

 

４ 補助事業の実施期間 

  自   年  月  日 

  至   年  月  日 

 

５ 添付書類 

⑴ 変更事業計画書（変更前：上段（ ）書き 変更後：下段）（必要により） 

⑵ 変更部分の確認書類（図面、カタログ、見積書等）（変更前：上段（ ）書き 変更後：下

段） 



 

 

第６号様式（第１０条関係） 

 

 年   月   日  

 

柏崎ブランド米「米山プリンセス」機械・機器等整備支援事業補助金事業計画変更承認決定通知書 

 

 

          様 

 

柏崎市長          □印  

 

年  月  日付けで計画変更承認申請のあった  年  月  日付け第   号の

補助事業について、下記のとおり承認することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

補助事業に要する経費        円を      円とする。 

補助対象事業費           円を      円とする。 

補助金の額             円を      円とする。  

補助率 

  

２ 補助事業に要する経費の配分は、  年  月  日付けによる計画変更承認申請書記載の

とおりとする。 

 

３ 補助金交付の対象となる事業及びその内容は、  年  月  日付けによる計画変更承認

申請書記載のとおりとする。 

  



 

 

第７号様式（第１０条関係） 

 

 年   月   日  

 

柏崎ブランド米「米山プリンセス」機械・機器等整備支援事業補助金 

事業中止（又は廃止）承認申請書 

 

柏崎市長          様 

 

                             住所 

補助事業者  

                             氏名  

 

年  月  日  付け第    号で補助金交付の決定を受けました補助事業について、

下記のとおり中止（又は廃止）したいので承認を受けたく、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 中止（又は廃止の）理由 

 

 

２ 中止（又は廃止）しようとする以前の遂行状況 

⑴ 事業遂行状況 

 

 

⑵ 経費の支出状況 

  

交付 

決定額 

月 日現在支出済額 残 額 支出予定額 
中止（又は廃止） 

に伴う不用額 

補助事業

に要する

経費 

補助金 

の額 

補助事業

に要する

経費 

補助金 

の額 

補助事業

に要する

経費 

補助金 

の額 

補助事業

に要する

経費 

補助金 

の額 

 
        



 

 

第８号様式（第１０条関係） 

 

 年   月   日  

 

柏崎ブランド米「米山プリンセス」機械・機器等整備支援事業補助金 

事業中止（又は廃止）承認決定通知書 

 

          様 

 

柏崎市長          □印  

 

年  月  日付けで中止（又は廃止）承認申請のあった    年  月  日付け第    

号の補助事業について、下記のとおり承認することに決定したので通知します。 

 

記 

 

 補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

補助事業に要する経費        円を      円とする。 

補助金の額             円を      円とする。 

補助率        

 

  



 

 

第９号様式（第１０条関係） 

                                   第        号 

 年   月   日  

 

柏崎ブランド米「米山プリンセス」機械・機器等整備支援事業補助金確定通知書 

 

          様 

 

柏崎市長          □印  

 

年  月  日付けで実績報告のあった補助事業に対する補助金について、下記のとおり確

定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業の内容    

 

２ 交付決定額    金        円 

 

３ 交 付 済 額         金        円 

 

４ 確 定 額    金        円 

 

５ その他 

  本補助金により整備した機械、機器等導入後、当該機械等の耐用年数の期間において柏崎ブラン

ド米「米山プリンセス」認証制度に取り組むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１０号様式（第１０条関係） 

                                   第        号 

 年   月   日  

 

柏崎ブランド米「米山プリンセス」機械・機器等整備支援事業補助金 

交付決定取消・返還通知書 

 

          様 

 

柏崎市長          □印  

 

年  月  日付けで実績報告のあった柏崎ブランド米「米山プリンセス」機械・機器等整

備支援事業補助金について、下記の理由により交付決定を取り消すこととしましたので、柏崎ブ

ランド米「米山プリンセス」機械・機器等整備支援事業補助金交付要綱第１０条の規定に基づき

通知します。 

 

記 

 

１ 取消理由 

 

２ 返還期限 

 

３ 返還方法 

 

 


